
 

二宮町地域公共交通活性化協議会設置要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

改正後 改正前 

  

第１条～第 10 条（略） 第１条～第 10 条（略） 

 

（事務局） 

 

（事務局） 

第 11 条 協議会の業務を処理するため、二宮町政策部企画政策課に 第 11 条 協議会の業務を処理するため、二宮町政策部企画財政課に 

協議会の事務局を置く。 協議会の事務局を置く。 

  

第 12 条（略） 第 12 条（略） 

  
 


